
第１種事業と第２種事業における方法書前段階での手続（環境影響評価法） 
 

 

 

                
 

 

 

 

法対象事業：道路等１３事業種 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

法第３条の３ 

配慮書手続 

法第４条第３項 

③主務大臣はアセス手続を実施する必要

の有無を判定する（スクリーニング） 

 方法書手続 

法第３条の１０ 

②事業者は配慮書手続を実施すること

ができる 

法第３条の３ 

配慮書手続 

①事業者が第１種、第２種あるいは法対

象外の事業であるかを決定 

未実施と判断 実施と判断 

第１種事業 第２種事業 

 

 

法対象外の事業 

アセス手続が必要 アセス手続が不要 

事業種及び規模により条例

アセス対象を判別 

資料２ 


